
 
毎日の記帳を  
誰かに頼みたい  
と 思ったらご相談ください！ 
 
秋田青色申告会では 
忙しいあなたに代わって 
毎月の記帳から決算申告まで 
事務を代行いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容は専任の税理士が確認いた

しますのでご安心です。 

ご希望の方はご連絡ください。 

☎ 018-893-4115 

                                    

 

令
和
５
年
分
確
定
申
告 

お
疲
れ
様
で
し
た
！ 

 秋
田
青
色
申
告
会
で
は
１
月
～
３

月
を
、
決
算
申
告
特
別
期
間
と
し
て
、

指
導
体
制
の
強
化
を
図
り
取
組
み
ま

し
た
。 

会
計
ソ
フ
ト
で
あ
る
ブ
ル
ー
リ
タ
ー

ン
Ａ
の
操
作
指
導
や
、
東
北
税
理
士
会

秋
田
南
支
部
の
協
力
で
、
決
算
申
告
に

関
す
る
税
務
相
談
、
電
子
申
告
代
理
送

信
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
を
行
い
ま
し
た
。 

令
和
５
年
分
の
電
子
申
告
代
理
送

信
の
件
数
は
所
得
税
75
件
、
消
費
税

25
件
で
し
た
。 

例
年
、
２
月
か
ら
相
談
者
が
多
く
な

り
３
月
の
申
告
締
切
ま
で
混
み
合
い

ま
す
。
Ｐ
Ｃ
持
参
で
の
操
作
指
導
は

時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
12
月
ま

で
来
会
し
、
疑
問
点
は
年
内
に
解
決
す

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

１
月
～
３
月
の
記
帳
相
談
は
、
決

算
申
告
相
談
と
な
り
、
有
料
に
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

 

●
記
帳
相
談
日
（
要
予
約
） 

記
帳
相
談
日
は 

「
毎
週
水
曜
日
・
木
曜
日
」
で
す
。 

＊
日
々
の
記
帳
や
ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
Ａ

の
操
作
指
導
に
関
す
る
無
料
相
談
は

12
月
ま
で
で
す
。 

 ●
税
務
相
談
日
（
要
予
約
） 

 

事
業
・
譲
渡
・
相
続
・
贈
与
等 

 
 

税
務
全
般 

「
毎
週
第
３
水
曜
日
」
で
す
。 

＊
税
務
相
談
は
、
税
理
士
会
の 

派
遣
税
理
士
が
担
当
し
ま
す
。 

 

ブ
ル
❘
リ
タ
❘
ン

A
の 

繰
越
を
し
ま
し
ょ
う 

 
 

 

所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申
告
が

終
わ
り
ま
し
た
ら
「
翌
年
へ
の
繰
越
」

を
必
ず
行
い
ま
し
ょ
う
。 

こ
の
操
作
を
す
る
こ
と
で
令
和
６

年
の
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

                        

＊
繰
越
や
ブ
ル
ー
リ
タ
ー
ン
A
に
関
す
る 

ご
質
問
ご
相
談
は
、
お
気
軽
に
事
務
局 

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
！ 

 

★
秋
田
青
色
申
告
会 

第
70
回
定
時
総
会 

 

総
会
日
時 

 
 

令
和
６
年
４
月

22
日
（
月
） 

○
秋
田
総
会 

午
後
１
時

30
分
～ 

 ○
南
連
総
会 

午
後
３
時

30
分
～ 

引
き
続
き
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
で
参
加 

 ○
合
同
懇
談
会
（
会
費
５
千
円
） 

午
後
５
時

10
分
～ 

 

〇
会 

場 

協
働
大
町
ビ
ル 

 

＊
出
席
さ
れ
る
方
は
、
同
封
の
用
紙 

に
記
入
し
、FAX

・
電
話
・
メ
ー
ル 

で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。 

 ★
本
年
度
の 

会
費
納
入
に
つ
い
て 

 

本
年
度
会
費
（
６
千
円
） 

 

秋
田
青
色
申
告
会
は
会
員
の
会
費
で 

運
営
し
て
い
る
団
体
で
す
。 

 

会
費
納
入
期
日
は 

４
月
末
で
す
。 

お
早
め
に
納
入
を 

お
願
い
し
ま
す 

 
 

               

 

★
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら 

相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。 

 

義
務
化
の
理
由
は
？ 

相
続
登
記
が
さ
れ
な
い
た
め
、
登
記
簿
を

見
て
も
所
有
者
が
分
か
ら
な
い
「
所
有
者
不

明
土
地
」
が
全
国
で
増
加
し
、
周
辺
の
環
境
悪

化
や
公
共
工
事
の
阻
害
な
ど
、
社
会
問
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
解
決
の
た
め
、
令

和
３
年
に
法
律
が
改
正
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
任

意
だ
っ
た
相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。 

 

相
続
登
記
義
務
化
と
は
？ 

相
続
人
は
、
不
動
産
（
土
地
・
建
物
）
を
相

続
で
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年

以
内
に
、
相
続
登
記
す
る
こ
と
が
法
律
上
の

義
務
に
な
り
ま
す
。
法
務
局
に
申
請
す
る
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
相
続
登
記
し
な

い
場
合
、
10
万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

遺
産
分
割
の
話
し
合
い
で
不
動
産
を
取
得

し
た
場
合
も
、
別
途
、
遺
産
分
割
か
ら
３
年
以

内
に
、
登
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 
                    

 



                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

定 額 減 税 とは（個人事業主の場合） 
 
令和６年度税制改正で、所得税と住民税の定

額減税が決まりました。 
定額減税とは「一人あたり所得税３万円・住

民税１万円」を差し引く、または給付するとす
る制度です。税金を払っていない人や所得税と
住民税の納付額がそれぞれ３万円・１万円に届
かない人には、別途給付金が支払われる予定で
す。 

定額減税による減税額 
 
所得税：本人３万円＋扶養親族の人数×３万円 
 
住民税：本人１万円＋扶養親族の人数×１万円 
 
なお令和５年の年間所得金額が1805万円を超

える人は対象外です。 
 

個人事業主の定額減税はいつから？ 
 
《所得税》 
予定納税が発生していない個人事業主につい

ては、確定申告で減税します。 
そのため個人事業主が定額減税を受けられる

のは、予定納税のある方は７月から、予定納税の
ない方は令和７年（2025年）の 2〜3月になりま
す。 

《住民税》 
普通徴収の場合は６月の一期目から引いてい

きます。 
６月で引ききれなければ、二期目以降の納付額

から順次控除されます。 
 
＊確定申告による調整に関する手続については、
後日国税庁ホームページで公開される予定です。 
 

従業員を雇用している場合 
 
個人事業主でも従業員を雇用している場合は

従業員の定額減税についても対応しなければな
りません。給与収入がある人については、基本的
に会社側が定額減税を行います。 
 

給与支払者向け定額減税説明会について 
 
税務署では、令和６年５月まで、定額減税の概

要や源泉徴収事務について、給与支払者向けの説
明会を税務署等において開催します（参加費用無
料）。 

 
秋田南税務署が行う説明会日程等については、国税庁の
ホームページ上で確認して下さい。 


